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駐 車 場 の 確 保 に 関 す る 誓 約 書

年）

小規模開発事業用

令和 　　年　　月　　日

図参照） において確保します。また、事業完了後には当該敷地を管理する土地所有者や管理会社等に、

開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則第7条(別表第12)により、 駐車場

設置する必要があります。 うち を、 建築物の工事完了後、 下記の駐車場 （別紙、 付近見取

事業主 住所(所在地)

氏名(名称)

記

事業場所（地番）

駐車場名 台数 所在地

以下の内容を継承します。

・入居者の自動車保有状況に応じ、交通の安全を阻害することのないよう、適宜、駐車施設を確保すること。

・占有者の自動車保有状況及び賃貸駐車施設の使用状況について市から報告を求められた場合は、

　速やかにこれらの状況を調査し、報告すること。

以　上

※2.近隣協議報告書の提出前に、本誓約書を提出してください。

※1.ただし、当該敷地からおおむね200ｍ以内の場所とする。


